
非主張と疑似主張について
—ダルモーッタラの視点から—[1]

繆　寿楽

問題の所在

　仏教論理学における「疑似主張」（paks.ābhāsa）論は明らかに間違った主張を退けるためのもの
である。一方、『正理一滴論』（Nyāyabindu）で示されるように、「非主張」（apaks.a）という概念は、
「疑似主張」の他、さらに別の四種の主張ではないもの（以下「他の非主張」とする）を含む（NB
3.54）。『正理一滴論注』（Nyāyabindut. ı̄kā）におけるダルモーッタラ（Dharmottara ca. 750–810 CE）
の説明を見る限り、この四種の「他の非主張」は、「疑似主張」とは異なる役割を持っている。「疑
似主張」と「他の非主張」に着目し、ダルモーッタラの思想体系における両者の違いを明示する
研究は存在しない。本稿は、『正理一滴論注』における彼の説明に基づき、特に四種の「他の非主
張」のうちの「ただ述べられているもの」（uktamātra）と関連する箇所（NBT. on NB 3.47, 48）に
注目し、「疑似主張」と「他の非主張」は違うものであって、同一視してはいけない理由を明かに
するものである1。

1 「疑似主張」と「他の非主張」

　本節において、まず「疑似主張」と「他の非主張」とは何かを説明して、結論を先取りする形で
両者の違いを概説する。

1.1 「疑似主張」

　本題に入る前に、ダルモーッタラの説明に基づき、paks.ābhāsaという語の意味を見てみたい。

[NB 3.53]

iti catvārah. paks.ābhāsā nirākr
˚

tā bhavanti ||

という四つの疑似主張は退けられたことになる。

[NBT. on NB 3.53]

evam. ca sati1 anirākr
˚

tagrahan. enānantaroktāś catvārah. paks.avad ābhāsante iti paks.ābhāsā nirastā
bhavanti ||

そして、このような場合、anirākr
˚

taの言明によって、直前に述べられた四つの疑似主張—「主
張（所証）」のように現れてくるもの—は退けられたことになる。

[1]本研究は JSPS特別研究員奨励費 20J20609の助成を受けたものである。

1evam. sati ] NBT. P

1本稿はダルマキールティ（Dharmakı̄rti ca. 600–660 CE）の『正理一滴論』に対するダルモーッタラの
『正理一滴論注』を中心に、後者の思想体系における「疑似主張」と「他の非主張」の違いを検討するもの
である。ダルマキールティが『正理一滴論』で述べた内容については、ダルモーッタラが明確な異議を示さ
ない限り、後者はその内容を受け入れていると仮定する。
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ダルモーッタラにとって、paks.ābhāsaとは、主張（paks.a = sādhya所証）のようなものとして現
れてくるものである2。この意味で、「疑似主張」という訳語が使われている。ダルモーッタラが
NB 3.49–53を四種の「疑似主張」を扱う箇所とし、NB 3.40–47およびNB 3.54を、「疑似主張」以
外の「他の非主張」を扱う箇所とした事実からは、「他の非主張」と「疑似主張」は異なるもので
あることがわかる3。

1.2 「他の非主張」

　「他の非主張」に関するダルマキールティの記述は以下の通りである。

[NB 3.54]

evam. 2 siddhasya, asiddhasyāpi sādhanatvenābhimatasya, svayam. vādinā tadā sādhayitum anis.t.asya,
uktamātrasya nirākr

˚
tasya ca viparyayen. a sādhyah. | tenaiva svarūpen. ābhimato vādinā is.t.o ’nirākr

˚
tah.

paks.a iti paks.alaks.an. am anavadyam. 3 darśitam. bhavati ||

1）このように確定されたもの、2）確定されていなくても、能証として認められるもの（不
成立因）、3）論者自身によってそのとき（論証時）証明しようと望まれていないもの、4）た
だ述べられているもの、そして 5）〔知覚などによって〕退けられるもの、〔これらを〕逆転さ
せることで、所証が〔理解されるべきである〕。まさにそれゆえ、「『主張（所証）』とは、それ
自身（所証）として認められ、論者によって望まれ、〔知覚などによって〕退けられないもの
である」というように、「主張（所証）」の定義が異論なきものとして示されたことになる。

本稿では「非主張」（apaks.a）という語をもって、NB 3.54で述べられた五つのものの全体を指
す。これらのうち、5）は「疑似主張」であり、1）から 4）までを、本稿では「他の非主張」と呼ぶ。

NB 3.44に基づいて 1）「このように確定されたもの」について、次のような例をあげることが
できる。ある学術書を承認する論者が証因（例えば煙）をもって所証（例えば火）を証明する際
に、その学術書によって確定された、火以外の他のもの（例えば寒さの非存在など）は「このよう
に確定されたもの」であり、「他の非主張」である4。論者は現に火のみを証明したいからである5。

2）「確定されていなくても、能証として認められるもの（不成立因）」について、ダルマキール
ティは次のように例示する。

2evam. nāsti ] NBT. P

3laks.an. am avadyam. ] NBT. P

2paks.aという語は多義的であるが、ダルモーッタラによれば、paks.ābhāsaおよび apaks.aにおける paks.aと
いう語は所証（sādhya）を意味する。ダルモーッタラの思想体系を検討する本稿における「主張」（paks.a）も、
すべて所証（sādhya）の意味で使用される。なお、paks.aという語の多義性については、北川 1985: 151–152
と桂 1977: 121–122を見よ。

3知覚・推理・常識・自身の言葉によって退けられるものという四種のものが「疑似主張」である。
4「このように確定されたもの」は、ダルモーッタラによれば、「直前に述べられた仕方で確定されてい

るもの」（anantaroktakramen. a siddhasya）と分析される（NBT. on NB 3.54）。
5NB 3.44: etena yady api kvacic chāstre sthitam sādhanam āha tacchāstrakāren. a tasmin dharmin.y anekad-

harmābhyupagame ’pi yas tadā tena vādinā dharmah. svayam. sādhayitum is.t.ah. , sa eva sādhyo netara ity uktam.
bhavati ||（「以上の言明（NB 3.43）によって次のことが述べられたことになる。能証〔例えば煙〕をある学
術書で確定されたものとして〔ある論者が〕述べているとしても、その学術書の作者は当該の主題（所証属
性の基体）〔例えば山〕に複数の〔所証〕属性（例えば火と寒さの非存在）を承認しているにもかからわず、
そのときその論者はある属性を自ら証明しようと望んでいる。その〔属性〕こそが所証であり、他のものは
そうではないと。」）
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[NB 3.41]

yathā śabdasyānityatve sādhye cāks.us.atvam. hetuh. śabde ’siddhatvāt sādhyam | na punas tad iha
sādhyatvenaives.t.am sādhanatvenābhidhānāt ||

例えば、〔以下の通りである〕。

音声の無常性という所証に対して、所見性が証因〔であるとしよう〕。〔その場合、その所見
性は〕音声に対して、不成立〔因〕であるから、証明されるべきものである。しかし、それ
（所見性）はこの場合、所証だけとして望まれるものではない。能証として表現されているか
らである。

3）「論者によって論証時に証明しようと望まれないもの」は、例えば、音声の無常性が証明さ
れるべきときに所証として述べられた恒常性のことである。

4)「ただ述べられているもの」は §2で検討する。

1）から 4）までが「疑似主張」とみなされない理由、言い換えれば 5）が「疑似主張」となる
理由について、ダルモーッタラもダルマキールティもここで直接に説明を与えていない。ただし、
その理由は主張の定義と関係すると思われる。主張の定義は以下の通りである。

[NB 3.38]

svarūpen. aiva svayam is.t.o ’nirākr
˚

tah. paks.a iti ||

「主張（所証）」とは、一）〔それ〕自身（所証）としてのみ、二）〔論者〕自身によって望ま
れるものであり、三）〔知覚と推理などによって〕退けられないものであると。

1.3 「疑似主張」と「他の非主張」の相違

　「疑似主張」はいずれも、条件一）と二）を満たすが、条件三）を満たさない。「疑似主張」が
述べられた段階では、証因と喩例は述べられていない。また論者がその「疑似主張」を示そうと
しなければ、その「疑似主張」を述べることはないので、「疑似主張」は所証としてのみ、論者に
よって望まれるものである。

それに対して、「他の非主張」は条件三）を満たすが、条件一）と二）のいずれかを満たさない。
例えば、2）「確定されていなくても、能証として認められるもの（不成立因）」は「論者自身によっ
て望まれるもの」という条件を満たすが、能証としても望まれるため、「所証としてのみ」という
条件を満たさない。そして他の 1）、3）、4）はすべて論者自身によって望まれないものである。以
上のことは「疑似主張」と「他の非主張」の一つの違いである。

両者には他の違いもある。すなわち、ある主張が「疑似主張」であるか「他の非主張」である
かが判断される時点が異なる。稲見 1988b: 135–137によれば、ディグナーガとダルマキールティ
における「疑似主張」という考えは、証因と喩例の適用前に主張が述べられた時点で明らかに間
違いであるとみなされるような主張を排除して、無意味な検討を避けるという実用的な意味を持
つ。したがって、ある主張が「疑似主張」であると分かった時点で、証因は適用されない6。この
ことは、ダルマキールティが『正理一滴論』で挙げた四つの「疑似主張」の例を見れば明らかであ
る。なぜなら、そのいずれも、証因と喩例を述べずに、主張のみの形で提示されているからであ

6「また、その設定（upagama=主張 paks.a）は〔知覚と推理の〕二つのプラマーナによって否定されない
ものと認められる。疑わしいものに対して証因は述べられるのだから。〔プラナーナによって〕否定される
ものは証因の適用対象（āśraya=vis.aya）ではない。」（PV. IV. 91稲見 1988b:137）。
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る7。それに対して、ある主張が「他の非主張」であることは、§3で示すように、論証式全体（主
張、証因、喩例）が述べられ、考察されてから確定される。実際、「他の非主張」の例は、証因と
喩例を伴った形で提示されている8。この場合、証因と喩例の妥当性も検討される。

1）、2）、3）に対してダルマキールティはここで論証式を与えていないが、この三者が「疑似主
張」と、上で述べた違いを持つことは次のように分析される。1）「このようにある学術書に基づ
いて確定されたもの」の場合、論者は各部分（主張、証因、喩例)がその学術書ですでに考察され
たような論証式（主張、証因、喩例)を再言する。2）「確定されていなくても、能証として認めら
れるもの（不成立因）」の場合、この証因が不成立であることは、証因と所証の遍充関係を分析し
てからわかる。3）「論者によって論証時に証明しようと望まれないもの」もまた、それが望まれ
ないことは、この所証は現に述べられている遍充関係と対応しないことからわかる。4)「ただ述べ
られているもの」は以下に検討する。

2 「ただ述べられているもの」

　「ただ述べられているもの」を説明する際にダルマキールティが挙げた例は、「矛盾因」を説明
する際にも使用される。この二箇所を分析することは、「他の非主張」と「疑似主張」の違いを検
討することに役立つ。まずはNB 3.47の例をもって、「ただ述べられているもの」とはどのような
ものなのかを見てみたい。

[NB 3.47]

yathā parārthāś caks.urādayah. sam. ghātatvāc chayanāsanādyaṅgavad iti | atrātmārthā ity anuktāv apy
ātmārthatā sādhyā4 | tena noktamātram eva sādhyam ity uktam. bhavati ||

例えば、以下の通りである。

【主張】目などは他者のためのものである。

【証因】集積物であるから。

【喩例】寝台や椅子などの用具の如し。9

この場合、「〔目などは〕アートマンのためのものである」という〔こと〕が述べられていな
くても、為アートマン性（ātmārthatā）が所証である。それゆえ、ただ述べられているものは
所証ではないということが言われたことになる。

ダルマキールティによれば、この場合、為アートマン性（ātmārthatā）は実際の所証である。し
たがって現に述べられている為他者性 (pārārthya)は「ただ述べられているもの」であり、所証で
はない。それでは、どうして為アートマン性こそが所証であるのか。ダルモーッタラは次のよう
に説明する。

4sādhya | anena ] NBT. P; NBT. S

7NB 3.49–52: tatra pratyaks.anirākr
˚

to yathā aśrāvan. ah. śabda iti || anumānanirākr
˚

to yathā nityah. śabda iti ||
pratı̄tinirākr

˚
to yathā acandrah. śaśı̄ti || svavacananirākr

˚
to yathā nānumānam. pramān. am ||（「それらのうち、知覚

によって退けられるものは、例えば以下の通りである。「音声は耳によって知覚不可能なものである」。推理
によって退けられるものは、例えば以下の通りである。「音声は常住なるものである」。常識によって退け
られるものは、例えば以下の通りである。「月は candraという語の表示対象ではない」。自身の言葉によっ
て退けられるものは、例えば〔以下の通りである〕。「推理は正しい認識手段ではない」。」）

8§2で示される「ただ述べられているもの」の例を見よ。
9『サーンキヤカーリカー』（Sām. khyakārikā）第十七偈及びその注釈文献に現れるプルシャの存在論証と

関連する箇所と思われる。
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[NBT. on NB 3.47]

tathā hi sam. khyenoktam asti ātmā | tadviruddham. bauddhenoktam. nāsty ātmeti | tatah. sam. khyena
svavādaviruddham. bauddhavādam. hetūkr

˚
tya viruddhavādanirākaran. āya svavādapratis.t.hāpanāya ca

sādhanam upanyastam | ato ’nuktāv apy ātmārthatā5 sādhyā tadadhikaran. atvād vivādasya | śayanā-
sanādis.u hi purus.opabhogāṅges.v ātmārthatvenānvayo na prasiddhah. | sam. ghātatvasya6 pārārthyamā-
tren. a tu siddhah. | tatah. parārthā ity uktam |

すなわち、サーンキャ学派の者によって「アートマンは存在する」〔と〕述べられている。そ
れと矛盾することが、仏教徒によって述べられている。「アートマンは存在しない」というよ
うに。それゆえ、サーンキャ学派の者は、自分の論証と矛盾する仏教徒の論証をきっかけと
して、異論を退けるために、そして自分の論証を定立させるために、能証を提示している。こ
れゆえ、述べられていなくても、「為アートマン性」は所証である。反論は、それ（為アート
マン性）を拠り所としているからである。実に、寝台や椅子などの人間が享受する用具の領
域では、「為アートマン性」との肯定的随伴は周知されていない。一方、集積物性には為他者
性だけとの〔肯定的随伴〕が成立する。それゆえ、〔寝台などは〕他者のためのものであると
言われている。

当該の論証式を述べる者（立論者）を、ダルモーッタラはサーンキャ学派の者とする。そして、
論証式は異論を退けるものであり、自分の論証を定立させるものである。この場合、立論者と対
論者である仏教徒の議論の中心は、「アートマンは存在するかどうか」である。サーンキャ学派の
者は、アートマンの存在証明をなすために、当該の論証式を述べているとダルモーッタは想定し
ている。

[NBT. on NB 3.47]

caks.urādaya ity atrādigrahan. ād vijñānam api parārtham. sādhayitum is.t.am | vijñānāc ca para ātmaiva
syāt | parasyārthakāri vijñānam. setsyatı̄ti sāmarthyād ātmārthatvam. sidhyati caks.urādı̄nām iti matvā
parārthagrahan. am. kr

˚
tam. | tenes.t.asādhyatvavacanena7 noktamātram api tu prativādino vivādāspada-

tvād vādinah. 8 sādhayitum is.t.am uktam anuktam. vā prakaran. agamyam. sādhyam ity uktam. bhavati ||

caks.urādayah.以下について。この場合、ādiという言明によって、識（vijñāna）もまた、他者の
ためのものであることが証明しようと望まれている。そして、識と別のものとしてはアート
マンしかありえない。識は他者に資するものとして確定するだろうという言明効力〔から理
解される内容〕によって、目などの為アートマン性（ātmārthatva）が確定されると〔サンキャ
学派の者は〕考えて、parārthaという言明をなす。それゆえ、「望まれる所証性」という言明に
よって次のことが言われたことになる。〔所証は〕「ただ述べられているもの」ではない。そ
うではなくて、対論者が異論の拠り所であるので、〔立〕論者によって〔アートマンが〕証明
しようとして望まれる。〔それが〕述べられていようがいまいが文脈から理解されうるので、
所証である。

まず、「為アートマン性」と「集積物性」の間の遍充関係は不確定なものではあるが、「為他者
性」と「集積物性」の間の遍充関係は立論者と対論者の双方によって認められる。そして、立論
者が「目など」と言う場合、「識もそうである」という意図が暗に示されている。

5-nuktāpyā ] NBT. P; NBT. S

6parārthamā- ] NBT. P

7sādhyavaca- ] NBT. P; NBT. S

8vādinā ] NBT. S
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「識と別のものとしてはアートマンしかありえない」という言明から、対論者と想定される仏
教徒が唯識学派の者であることがわかる。「識の存在だけを認める唯識学派の者が、識以外のもの
を認めざるを得ない場面に直面するとき、彼らはアートマンを認めなければならない」というの
がサーンキャ学派の意図であると考えられる。この場合、「為アートマン性」が証明しよう望まれ
るものであり、主張である。一方、現に述べられている主張は「為他者性」である。このように、
当該の論証式は「ただ述べられているもの」の例である。なお、次節で示すように、同じ論証式
は、「矛盾因」の例としても提示されている。

3 「矛盾因」

　以下に引くダルモーッタラの説明をみる限り、この「矛盾因」の例における真の主張も、「為アー
トマン性」である。

[NB 3.85-88]

etau ca sādhyaviparyayasādhanād viruddhau || nanu ca tr
˚

tı̄yo ’pı̄s.t.avighātakr
˚

d viruddhah. || yathā
parārthāś caks.urādayah. saṅghātatvāc chayanāsanādyaṅgavad iti || tadis.t.āsam. hatapārārthyaviparyaya-
sādhanād viruddhah. ||

そして、この両者は、所証とは反対のものを証明することから、矛盾〔因と呼ばれる〕。【反
論】しかし、望まれるものの妨害をなすものという第三のもの〔もまた〕矛盾〔因と呼ばれ
るであろう〕10。

例えば、以下の通りである。

【主張】目などは、他者のためのものである。

【証因】集積物であるから。

【喩例】寝台や椅子などの用具の如し。

非集積物の領域における他者性というその〔サーンキャ学派の者が〕望んでいるものとは反
対のものを証明するものであるから、矛盾因〔であろう〕。

[NBT. on NB 3.88]

ātmā asti iti bruvān. ah. sām. khyah. kuta etad iti paryanuyukto bauddhenedam ātmanah. siddhaye pramā-
n. am āha | tasmād asam. hatasyātmana upakārakatvam. sādhyam. caks.urādı̄nām | ayam. tu hetur viparya-
yavyāptah. | yasmād yo yasyopakārakah. sa tasya janakah. | janyamānaś ca yugapat kramen. a vā bha-
vati sam. hatah. | tasmāt parārthāś caks.urādayah. 9 sam. hataparārthā iti siddham ||

「アートマンは存在する」と語るサーンキャ学派の者は、仏教徒によって「これは何に基づ
くのか」と問われたため、アートマン〔の存在〕を証明するために、この正しい認識手段（論
証式）を述べている。それゆえ、目などは集積物ではないアートマンに利益をもたらすもの
であることが証明されるべきである。一方、この証因は、〔所証とは〕反対のものによって遍
充されている。なぜなら、XがYを扶助するものであれば、XはYを生じさせるものである。

9caks.urādaya iti sam. hata- ] NBT. P

10ダルマキールティは『釈量論』（Pramān. avārttika）において、第三種の「望まれているものを妨害する
もの」を述べていない。その原因を問う反論者をダルマキールティはここで想定している。第三種のものは
前二者の中に含まれているので、『釈量論』で述べられていないと彼は NB 3.89–90において答える。
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〔すなわち、目などはアートマンを生じさせるものである〕。そして、〔目などを原因として〕
同時あるいは順次に生まれるのであれば、〔アートマンは〕集積物になってしまう。それゆえ、
他者のためにある目などは、〔サーンキャ学派の者が望む非集積物ではなくて〕集積物という
他のもののためのものであるということが確定される。

この場合、サーンキャ学派の者は非集積物性という限定要素を持つアートマンを確立しようと
しているとダルモーッタラは想定する。しかしダルモーッタラによれば、目などがアートマンの
ためのものであるならば、言い換えればアートマンを扶助するものであるならば、目などはアー
トマンを生じさせるものである11。そしてアートマンが同時あるいは順次に、集積物である目など
を原因として生まれるならば、そのアートマンもまた集積物になってしまう。

ここで、集積物性を持つものである目などの原因によって、結果として生まれるアートマンも
集積物性を持つものであるとダルモーッタラは考えている12。この集積物としてのアートマンは
サーンキャ学派の者が望む「非集積物としてのアートマン」の確立を妨害するものであるので、当
該の論証式において適用される証因は「矛盾因」である。

当該の例もサーンキャ学派の者によって、アートマンを証明するために述べられたものとダル
モーッタラは想定する。したがって NB 3.47と同じ背景を持つと彼は考える。同じ背景を持つ以
上、当該の論証式は「ただ述べられているもの」の例にもなるはずである。そしてダルモーッタ
ラが証因と喩例の検討を経てこの論証式を「矛盾因」の例として認めることは、ある主張が「他
の非主張」と分かっても証因が適用され分析されることは妥当であると彼が考える証である。加
えて、ある主張を「他の非主張」と判断するためには、喩例が述べられ、分析されることも必要
である。なぜなら、以下に引くダルモーッタラの言明によれば、喩例は、証因と所証の肯定的随
伴あるいは否定的随伴を示し出すものだからである。

[NBT. on NB 3.122]

tasmād dr
˚

s.t.āntam antaren. a10 na hetor anvayo vyatireko vā11 śakyo darśayitum ato heturūpākhyānād
eva hetor vyāptisādhanasya12 pramān. asya darśakah. sādharmyadr

˚
s.t.āntah. | prasiddhavyāptikasya sā-

dhyābhāve hetvabhāvapradarśanād vaidharmyadr
˚

s.t.ānta upādeya iti ca darśitam. bhavati | asmim. ś
cārthe darśite darśita eva dr

˚
s.t.ānto bhavati |

それゆえ、喩例なしでは、証因の肯定的随伴あるいは否定的随伴を示すことはできない。こ
れゆえ、まさに証因の相を述べることを通じて、証因に関しての遍充関係を証明する正しい
認識根拠を示すのは、同類例である。そして、「遍充関係が確定されているところの〔証因〕
の所証が存在しない領域で、証因の非存在を示し出すことに基づいて、異類例が把握される

10dr
˚

s.t.ānavyatireken. a h. etor ] NBT. P; NBT. S

11vā na śakyo ] NBT. P; NBT. S

12-sādhakasya ] NBT. S

11NBT. on NB 3.87: tad evāṅgam. purus.opabhogāṅgatvāt | ayam. vyāptipradarśanavis.ayo dr
˚

s.t.āntah. | atra
hi pārārthyena sam. hatatvam. vyāptam | yatah. śayanāsanādayah. sam. ghātarūpāh. purus.asya bhogino bhavanty
upakārakā iti parārthā ucyante || (「まさにそれは用具である。人間が享受する用具であるから。これは、遍充
〔関係を〕明示することを領域とする喩例である。なぜなら、この場合、為他者性によって、集積物性は遍
充されているからである。寝台や椅子などは、集積物であって、享受者である人間を扶助するものである。
〔それゆえ、〕寝台や椅子などは「他者のためのもの」と言われる。」）

12「Xを扶助するものは、Xを生じさせるものに他ならない」というダルモーッタラの考えは、彼の師
と言われるアルチャタの影響を受けたものと思われる。アルチャタは次のような言葉を残している。「実
に、〔Xを〕扶助するものは〔Xを〕生み出すものと決して別ではない。」（HBT. 112, 27: na hi janakād anya
evopakārakah.）
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べきである」ということが示されたことになる。そして、このことが示された場合、喩例が
まさに示されたことになる。

そして、ダルモーッタラは「ただ述べられているもの」と「矛盾因」を分析する際に、遍充関
係に言及している13。「他の非主張」と「矛盾因」を確定する際に、喩例をもって遍充関係を理解
しなければならないと彼は考えている。以上は「他の非主張」が証因と喩例の適用対象であるこ
とも示す。

結論

　「非主張」は、「疑似主張」と「他の非主張」に分けることができる。そして「非主張」を排除
することで、「主張」が理解される。このような関係を図示すれば以下の通りである。

疑似主張

他の非主張

主張

「疑似主張」、「ただ述べられているもの」および「矛盾因」の考察により、「疑似主張」と「他
の非主張」には、以下のような二つの違いがあると言える。

1. 「疑似主張」は、所証としてのみ論者によって望まれるものという主張の定義的特徴を満た
すが、知覚などによって退けられるものである。それに対して、「他の非主張」は知覚など
によって退けられないが、一）所証の役割だけを担うこと、二）論者によって望まれること
といういずれかの条件を満たさないものである。

2. ある主張が「疑似主張」であることはその主張が述べられた段階で判断されるのに対して、
ある主張が「他の非主張」であることは論証式全体 (主張、証因、喩例)を考察した上で判断
される。それゆえ、「疑似主張」は証因と喩例の適用対象ではない一方、「他の非主張」は証
因と喩例の適用対象である。
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NB: Dharmakı̄rti’s Nyāyabindu. See Malvania 1971.
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1991 “On Paks.ābhāsa,” in E. Steinkellner (ed.), Studies in the Buddhist Epistemological Tradi-

tion: Proceedings of the Second International Dharmakı̄rti Conference. Vienna: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp. 69–83.

Katsura, Shoryu（桂紹隆）
1977 「因明正理門論研究 [一]」『広島大学文学部紀要』37: 106–126.

Kitagawa, Hidenori（北川秀則）
1985 『インド古典論理学の研究—陳那（Dignāga）の体系—』京都: 鈴木学術財団.
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Dharmottara on Invalid Theses and Pseudo-theses

MIAO Shoule

Dharmakı̄rti states in the Nyāyabindu that a valid thesis (paks. a) is that which meets the following condi-
tions: (1) it serves only as something to be proven (sādhya); (2) it is wished to be proven by a proponent
himself; and (3) it does not go against facts that have been proved through certain accepted means
(Nyāyabindu 3.38: svarūpen. aiva svayam is. t.o ’nirākr

˚
tah. paks. a iti ||). Pseudo-theses (paks. ābhāsa) and

the other four kinds of invalid theses (apaks. a) are not accepted as valid (Nyāyabindu 3.54). Moreover,
the differences between pseudo-theses and these four kinds of invalid theses have not been fully inves-
tigated. The present paper aims to clarify these differences through an examination of Dharmottara’s
discussions of these theses, which he develops in his Nyāyabindut. ı̄kā, a commentary on the Nyāyabindu.
Close examination of his statements clarifies the following points:

1. If a thesis does not meet the condition (3) described above while meeting conditions (1) and (2),
it is a pseudo-thesis. On the other hand, if a thesis does not meet either condition (1) or condition
(2) while meeting condition (3), it is one of the four kinds of invalid theses.

2. The statement of inference consists of three elements: (1) a valid thesis; (2) a logical mark (liṅga);
and (3) a corroborative example (dr

˚
s. t.ānta). It is only after inquiring into elements (2) and (3) that

a thesis is determined to be one of the four kinds of invalid theses. On the other hand, a thesis is
determined to be a pseudo-thesis at the very stage in which it is put forward; elements (2) and (3)
play no role in this process.
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